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様式３ 

会 議 記 録 

 

次の協議会を次のとおり開催した。 

協 議 会 名 称 横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会 

開 催 日 時 書面協議 

開 催 場 所 書面協議 

出 席 者 

※ 会 長 等 ◎ 

副 会 長 等 ○ 

 片山 満里  野間 俊行 〇 清水 佳子 

 角田 孝子  河野 匡孝  荻田 信幸 

 坂口 敏子  三冨 淳  金 明夫 

 笹谷 月慧  高根沢 奈津子  藤田 博 

 萩原 幹子 ◎ 中野 徹  内田 自栄 

 柏﨑 嘉則  樽井 彰子  市川 壽一 

 菊池 尚  坂本 好輝  佐藤 弘朗 

 越川  紀久雄  森下 文章  笠井 熱史 

次回開催予定日 令和７年２月 14 日（金） 

問 い合 わせ先 

所属名、担当者名  葉山町福祉部福祉課 蒲谷・根岸 

電話番号        ０４６－８７６－１１１１（内線２３７） 

メールアドレス     kourei-fukusi@hayama.kanagawa.jp 

会 議 記 録 発言記録 ・ 要約 要約した理由  

内 容 

横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会設置要綱（以下、要

綱という。）第９条第２項第２号の規定に基づき、下記のとおり書面協議を

行った。 

 その結果、すべての委員から表決書にて承認を得たので、協議が調った

こととする。 

 

                記 

 

１ 申請書の協議［自家用有償旅客運送の更新登録の申請］ 

（１） 協議事項 更新登録申請 

「特定非営利活動法人 NPO 湘南クリエイティブサービス」 

 

（２） 回答状況 

委員数 24 人 

回答数 24 人 
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（３） 協議結果 有効回答数 

「承認」と回答した委員数  24 人 

「不承認」と回答した委員数 0 人 

全委員一致で承認されたので、協議が調った。 

 

（４） 申請内容に対する各委員からの質問事項と対応状況について 

（藤田委員） 

概要の「３旅客から収受する対価」において、「６km以上一律 200円」 

となっておりますが、Ｐ５「利用料金一覧」と相違があります。 

 

（横須賀市事務局） 

 迎車の対価については、概要とＰ５「利用料金一覧」の記載に相違は 

ありません。 

 

（藤田委員） 

 Ｐ５「利用料金一覧」の「●運送の対価（距離制）」のところには記載 

はありませんが、同ページ下にある比較表では、35㎞以上が１㎞毎 160 

円となっています。 

 

（横須賀市事務局）  

運送の対価については、ご指摘のとおり、35㎞以上は１㎞あたり 160 

円で算定しますが、そこまで長距離の運行は実際にはないため、「概要」

及びＰ５「利用料金一覧」中、「●運送の対価（距離制）」いずれも記載

していません。 

 

（森下委員） 

 有償運送運転者講習の修了証について１名のみ添付されていますが、 

その他の３名についても運転者講習は修了されておりますでしょうか。 

  また、セダン型車両を運転する場合、介護資格・講習またはセダン型 

講習が必要となりますが、いずれかの講習を受講されておりますでしょ 

うか。 

 

（横須賀市事務局） 

 ３名とも運転者講習を修了しています。また、うち２名はセダン型講 

習を同時に受講しています。うち１名はセダン型を運転しないとのこと 

です。 

有償運送運転者講習の修了証を添付している者はヘルパー２級を修了 

しています。 

 

（森下委員） 

運行管理の責任者は運行管理者講習（一般・旅客）を受けております 

でしょうか。受講済の場合は手帳の写しを送付してください。 
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（横須賀市事務局） 

 2019年に受講し手帳を持っていますが、それ以降は受講していないた 

め、受講するよう伝えました。 

 

（森下委員） 

横浜 800つ 2727の車両について、使用者住所が「逗子市桜山」と記載 

されておりますが、現在の登記上本社は逗子市沼間にあるかと思います。

次回車検の際に合わせて変更をお願いいたします。 

 

（横須賀市事務局） 

 承知いたしました。 

 

（市川委員） 

 ＮＰＯ法人湘南クリエイティブサービスの更新申請に関して、手元の 

資料では、令和３年度に増車し、使用車両数が６台となっています。 

確認のため、いつの協議会で５台に減車したのか教えてください。 

 

（横須賀市事務局） 

 令和３年の更新登録において、配置車両を６台としましたが、令和５ 

年１月に１台を逗子にある本部へ配置換えをしたため、５台に減車しま

した。その際、運輸局への届出を失念してしまったため、協議会への報

告をしておりません。申し訳ございませんでした。 

 

（市川委員） 

 遅くとも、今回の更新と同時かその前に、減車報告をして頂くように 

お願いいたします。 

 

（横須賀市事務局） 

 更新申請と同時に運輸局へ届け出ます。また、協議会へは次回報告い 

たします。 

 

２ 報告事項［自家用有償旅客運送に係る登録事項変更届出等］ 

（１） 軽微変更 

① 「特定非営利活動法人 三浦半島高齢者福祉事業所」 

配置車両の数及びその種類ごとの数の変更 

② 「特定非営利活動法人 くろふね」 

配置車両の数及びその種類ごとの数の変更 

③ 「特定非営利活動法人 アシストワン」 

配置車両の数及びその種類ごとの数の変更 

④ 「社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会」 

配置車両の数及びその種類ごとの数の変更 

⑤ 「NPO 法人 たけのこ会（2 件）」 

配置車両の数及びその種類ごとの数の変更 

⑥ 「福祉クラブ生活協同組合 移動サービスワーカーズコレクティ
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ブらら・むーぶ・かまくら」 

配置車両の数及びその種類ごとの数の変更 

⑦ 「福祉クラブ生活協同組合 移動サービスワーカーズコレクティ

ブらら・むーぶ・逗子葉山」 

配置車両の数及びその種類ごとの数の変更 

⑧ 「特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブくるまやさん」 

配置車両の数及びその種類ごとの数の変更 

 

（２） 廃止 

「社会福祉法人 海風会」 

 

以上  

 

 

 


